
 

 

 

 

令和５年４月１０日 

四 国 電 力 株 式 会 社 

 

 

伊方発電所における通報連絡事象（令和５年３月分）および 

通報連絡事象に係る報告書の提出について 
 

 

○ 令和５年３月に当社から愛媛県および伊方町ほか関係自治体に通報連絡した事象は 

以下の４件です。これらの事象は、法律に基づく報告事象に該当するものではなく、 

また、環境への放射能の影響もありませんでした。 

 
事   象 発生月日 発表月日 県の公表区分 

１．伊方発電所における協力会社従業員の負傷

について 
3月 1日 － Ｃ 

２．伊方発電所における協力会社従業員の体調

不良について 
3月 6日 － Ｃ 

３．伊方発電所３号機 燃料検査ピットにおけ

る水中テレビカメラの不具合について 
3月 15日 3月 15日 Ｂ 

４．伊方発電所における協力会社従業員の負傷

について 
3月 15日 － Ｃ 

 

○ 過去に発生した以下の通報連絡事象について、その後の調査結果を踏まえた原因と 

対策をとりまとめ、愛媛県および伊方町ほか関係自治体に報告書を提出いたしました。 

 

事   象 発生月日 発表月日 県の公表区分 

１．伊方発電所３号機 １次冷却材中のよう素

濃度の上昇について 

令和 4年 

3月 18日 

令和 4年 

3月 18日 
Ｂ 

県の公表区分 Ａ：即公表 

Ｂ：48時間以内に公表 

Ｃ：翌月 10日に公表 

ＰＰ：可能となった段階で速やか 

に公表 

 

（別紙１）伊方発電所における通報連絡事象の概要（令和５年３月分） 

（別紙２）伊方発電所における通報連絡事象の報告書概要 

 

 

以 上 



 

 

 

 

別紙１   

 

伊方発電所における通報連絡事象の概要（令和５年３月分） 

 
１．伊方発電所における協力会社従業員の負傷について 

 

３月１日、伊方発電所３号機のタービン建屋（管理区域外）において、協力会社従業員

が、計装品点検作業を実施していたところ、左手中指を工具で叩き負傷したことから、同

日１７時４９分、協力会社の社有車にて病院に搬送することとしました。 

病院で診察を受けた結果「左中指末節骨骨折」と診断されました。 

なお、当該従業員の被ばく、汚染はありませんでした。 

 

 

２．伊方発電所における協力会社従業員の体調不良について 

 

３月６日、伊方発電所構内（屋外）において、協力会社従業員１名が体調不良を訴え

たことから、同日１３時２７分、協力会社の社有車にて病院に搬送することとしまし

た。 

なお、当該従業員の被ばく、汚染はありませんでした。 

 

 

３．伊方発電所３号機 燃料検査ピットにおける水中テレビカメラの不具合について 

 

伊方発電所３号機は定期検査中のところ、３月１５日３時５０分頃、燃料取扱棟内で

の燃料取り出し作業中に、燃料集合体の外観を確認するための水中テレビカメラ（燃料

検査ピット内）の映像が暗くなり見えなくなりました。 

このため、燃料取り出し作業を一時中断し、調査した結果、水中テレビカメラに入る

  光量を調整する装置に不具合があることを確認しました。 

その後、当該装置を調整して正常に動作することを確認し、燃料取り出し作業を再開

しました。引き続き原因を詳細調査します。 

なお、本事象による環境への放射能の影響はありませんでした。 

 

 

４．伊方発電所における協力会社従業員の負傷について 

 

３月１５日、伊方発電所３号機タービン建屋（管理区域外）において、復水ろ過器の

点検作業を実施していたところ、梁から吊り具が落下し、協力会社従業員が、頭部、首、

背中を負傷したことから、同日１７時０２分、協力会社の社有車にて病院に搬送するこ

ととしました。 

 病院にて診察を受けた結果、「頚部背部挫傷、擦過創、後頭部挫創」、「頭部打撲」

と診断されました。 

なお、当該従業員の汚染、被ばくはありませんでした。 

 

  



 

 

 

 

 

別紙２ 

 

伊方発電所における通報連絡事象の報告書概要 
 

１．伊方発電所３号機 １次冷却材中のよう素濃度の上昇について 

 

（１）事 象 

通常運転中の伊方発電所３号機の１次冷却材系統（管理区域内）において、令和

４年３月１８日１７時４３分、１次冷却材中のよう素１３１濃度が通常より上昇し

ていることを確認しました。その後、監視を強化し、保安規定に定める運転上の制

限値を十分下回っていることを確認しながら運転を継続し、令和５年２月２３日に

運転を停止するまでの間、安全上の問題はありませんでした。 

本事象は、燃料集合体からのよう素１３１の漏えいによるものと考えられたこと

から、同日開始した第１６回定期検査において、原子炉容器より燃料集合体を取り

出し、全数（１５７体）について漏えい燃料を特定するための調査を実施した結果、

燃料集合体２体に漏えいが認められました。 

その後、当該燃料集合体２体について、全ての燃料棒を調査した結果、各燃料集

合体において、それぞれ漏えい燃料棒１本を特定しました。 

また、本事象に伴う環境への放射能の影響はありませんでした。 

 

 

（２）原 因 

今回の漏えい燃料集合体２体は、従来から使用しているタイプ（従来Ａ型燃料
※）であり、原子炉内の燃料の長期使用による燃料棒保持部品（支持板、ばね板）

の保持力低下、従来Ａ型と構造等が異なる燃料との隣接などの条件が重なり、燃料

棒と支持板およびばね板の接触が離れ、水流によって燃料棒が微小に振動し、保持

部品と擦れ合うことにより、燃料被覆管が摩耗し、微小孔（ピンホール）が生じた

ものであると推定しました。 

 

※ 従来から使用している１７×１７Ａ型ステップ２高燃焼度燃料の略。当社で

は設計改良を施した新しいタイプ（改良Ａ型燃料）への取替を順次進めてい

る。 

 

 

（３）対 策 

・現在当社が保有する再使用可能な従来Ａ型燃料（４０体）については、過去にも

漏えいがあったこと、また、累計で３体の燃料で漏えいが発生したことを踏まえ、

今後、使用しないこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 漏えい燃料集合体の装荷位置図 

図３ 漏えい燃料棒の位置 

（凡例） 

（MS3M32） （MS3M34） 

図２ 燃料集合体概略図 

図４ 燃料棒保持イメージ図 図５ 燃料棒保持状況調査結果例 

（MS3M32の場合） 


